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県
立
農
業
大
学
校
で
は
、
農
業

用
機
械
免
許
資
格
取
得
の
研
修
を

行
い
ま
す
。

◆
申
込
資
格

①
県
農
作
業
安
全
推
進
協
議
会
の

　

実
施
す
る
農
作
業
安
全
研
修
を

　

修
了
し
て
い
る
人
、
ま
た
は
8

　

月
末
に
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い

　

る
同
研
修
を
受
講
で
き
る
人
。

②
18
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
。

③
認
定
農
業
者
や
認
定
計
画
に
位

　

置
づ
け
ら
れ
た
構
成
員
、
認
定

　

新
規
就
農
者
、
ま
た
は
集
落
営

　

農
組
織
な
ど
の
構
成
員
。

④
普
通
運
転
免
許
を
持
っ
て
い
る

　

人
。
け
ん
引
研
修
の
受
講
は
、

　

大
型
特
殊
免
許
（
農
耕
用
限
定

　

を
含
む
。）
が
必
要
で
す
。

◆
研
修
日
程

▼
農
耕
用
限
定
大
型
特
殊
免
許
取

　

得
研
修
（
定
員
若
干
名
）

　

7
月
18
日（
火
曜
）～
25
日（
火

曜
）、
7
月
26
日
（
水
曜
）
～
8

月
1
日
（
火
曜
）、12
月
20
日
（
水

曜
）
～
26
日
（
火
曜
）

▼
農
耕
用
限
定
け
ん
引
免
許
取
得

　

研
修　
（
定
員
若
干
名
）

　

平
成
30
年
1
月
17
日
（
水
曜
）

～
23
日
（
火
曜
）、1
月
24
日
（
水

曜
）
～
30
日
（
火
曜
）

◆
応
募
用
紙
配
布
先
・
提
出
先

　

農
業
振
興
課
、
須
木
地
域
整
備

課
、
野
尻
地
域
整
備
課

◆
申
込
期
限

　

6
月
16
日
（
金
曜
）

　

17
時
15
分
ま
で

◆
提
出
先

　

農
業
振
興
課
、
須
木
地
域
整
備

課
、
野
尻
地
域
整
備
課

※
受
講
料
な
ど
、
詳
し
く
は
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問

・
農
業
振
興
課

　

℡
23
‐
０
３
０
０

　

市
で
は
、
平
成
17
年
度
か
ら
行

政
評
価
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

平
成
28
年
度
に
実
施
し
た
行
政
評

価
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
小
林
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
本
庁
舎
、
須
木

庁
舎
、
野
尻
庁
舎
で
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

行
政
評
価
と
は

　

政
策
、
施
策
及
び
事
務
事
業
に

つ
い
て
効
果
や
成
果
、
達
成
度
の

現
状
分
析
を
行
い
、
行
政
課
題
を

発
見
し
、
行
政
運
営
の
改
善
・
改

革
に
つ
な
げ
る
た
め
の
し
く
み
の

こ
と
で
す
。
従
来
の
内
部
評
価
に

外
部
か
ら
の
視
点
も
加
え
、
予
算

編
成
等
に
反
映
し
て
い
き
ま
す
。

な
お
、
平
成
28
年
度
は
総
合
計
画

最
終
年
度
に
あ
た
る
た
め
、
計
画

の
進
捗
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、

新
総
合
計
画
に
活
用
し
ま
し
た
。

●
問

・
企
画
政
策
課

　

℡
23
‐
０
４
５
６

国
民
年
金
基
金
と
は

　

国
民
年
金
加
入
中
の
人
で
国
民

年
金
基
金
に
加
入
す
る
と
、
税
金

が
優
遇
さ
れ
国
民
年
金
に
上
乗
せ

し
て
、
厚
生
年
金
並
の
年
金
を
も

ら
う
こ
と
が
で
き
る
公
的
な
年
金

で
す
。

◆
加
入
で
き
る
人

・
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者（
国

　

内
の
20
歳
～
60
歳
未
満
、
免
除

　

者
は
除
く
）

・
国
民
年
金
任
意
加
入
者
で
（
60

　

歳
～
65
歳
未
満
、海
外
在
住
者
）

◆
特
徴

・
掛
金
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除

　

の
対
象
と
な
り
、
所
得
税
・
市

　

県
民
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

・
受
取
る
年
金
は
「
公
的
年
金
等

　

控
除
」
対
象
に
な
り
ま
す
。
遺

　

族
一
時
金
は
非
課
税
で
す
。

・
年
金
は
終
身
年
金
が
基
本
で
、

　

万
一
の
時
は
ご
遺
族
に
一
時
金

　

が
支
払
わ
れ
ま
す
。

・
加
入
時
の
年
齢
で
、
掛
金
が
決

　

ま
り
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

　

ん
。

●
問

・
宮
崎
県
国
民
年
金
基
金

　

℡
０
１
２
０
‐
65
‐
４
１
９
２

　

税
理
士
が
、
電
話
で
税
金
に
関

す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。。

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

℡
０
１
２
０
‐
３
７
３
‐
６
７
８

◆
相
談
時
間

・
平
日　

10
時
～
16
時

※
土
日
、
祝
日
、
国
税
当
局
が
実

　

施
す
る
「
確
定
申
告
電
話
相
談

　

セ
ン
タ
ー
」
開
設
日
は
休
室

◆
開
設
要
領

①
税
理
士
に
は
、
税
理
士
法
に
よ

　

り
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お

　

り
、
将
来
に
わ
た
り
相
談
内
容

　

を
他
に
洩
ら
す
こ
と
は
あ
り
ま

　

せ
ん
。
安
心
し
て
相
談
し
て
く

　

だ
さ
い
。

②
当
相
談
室
で
の
相
談
は
無
料
で

　

す
。
た
だ
し
、
複
雑
な
案
件
、

　

申
告
書
作
成
な
ど
は
有
料
に
な

　

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
フ
リ
ー

　

ダ
イ
ヤ
ル
の
電
話
番
号
に
電
話

　

を
い
た
だ
け
れ
ば
、
受
付
担
当

　

者
が
相
談
者
の
住
ま
い
の
地
域

　

及
び
電
話
番
号
を
お
尋
ね
し
、

　

近
く
の
税
理
士
か
ら
直
接
相
談

　

者
へ
折
り
返
し
電
話
し
ま
す
。

③
当
相
談
室
で
の
相
談
に
対
す
る

　

回
答
は
、
一
般
的
な
範
囲
で
行

　

い
ま
す
。

　

ま
た
、
一
人
当
た
り
の
相
談
時

　

間
は
、
約
20
分
以
内
で
す
。
相

　

談
時
間
の
制
約
な
ど
で
必
ず
し

　

も
十
分
な
回
答
が
で
き
な
い
場

　

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く

　

だ
さ
い
。

④
相
談
者
が
、
相
談
室
で
の
回
答

　

を
も
と
に
申
告
、
契
約
等
を
具

　

体
的
に
行
う
と
き
は
、
必
要
な

　

書
類
等
を
準
備
し
て
、
改
め
て

　

税
理
士
の
関
与
を
受
け
て
く
だ

　

さ
い
。

⑤
面
談
に
よ
る
税
務
相
談
を
希
望

　

さ
れ
る
と
き
は
、
電
話
相
談
の

　

税
理
士
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
問

・
南
九
州
税
理
士
会

　

℡
０
９
６
‐
３
７
２
‐
１
１
５
１
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農
業
用
機
械
免
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資
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取
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促
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修

▼▼　
案　

内

平
成
28
年
度

行
政
評
価
の
結
果

国
民
年
金
基
金
に

加
入
し
ま
せ
ん
か
？

南
九
州
税
理
士
会

も
し
も
し
税
金
相
談
室

　私の名前は、ロセンド・ヒメネスです。または
オディと言います。フィリピン出身です。宮崎県
には 2011 年から住んでいます。小林市は私に
とって第 2 の故郷であり、またここに戻ってく
ることができて嬉しいです（彼の奥さんは小林出
身です）。ALT としては、生徒の英語学習や英語
力を伸ばしていくのをお手伝いさせていただきた
いです。皆さんにお会いできるのを、そして皆さ
んのお手伝いができるのを楽しみにしています。

My name is Rosendo 
S. Jimenez or ODY 
for short. I'm from 
the Philippines. I've 
been in Miyazaki 
since 2011. Kobayashi City as my second home 
and I'm happy to be back (His wife is from 
Kobayashi City). As an ALT, I'd like to help 
all students learn & be good in English. I'm 
looking forward to meeting & helping you all.

ALTの『英語コラム』

Introduction   - from  Rosendo -

　最近、風邪を引い
てしまい、初めて日
本の病院に行きまし
た。風邪で病院に行
くのが私にとってと
ても意外でした。
　フランス人は、風
邪を引いたとき、病
院に行かないでまず自分の主治医のところに行
きます。
　その主治医の判断によって、処方箋をもらっ
たり専門医や総合病院の医者を紹介してもらい
ます。
　それに、日本のように初めての診察で専門医
に診てもらうことは簡単には出来ません。特に
田舎では、医者の数が減っていますので、専門
医と会えるまでは 6 ヶ月ほどかかるときもあり
ます。ただし、緊急時であれば総合病院の救急
受付を利用することが出来ます。

国際交流員の『メロンばなし』

風邪を引きました。自己紹介 ロセンド先生より

『力を合わせて』

～自然と共生する美しい安心安全のまちづくりを目指して～

『生活環境課』編

　生活環境課とＮＰＯ法人赤と
んぼは、家庭ごみの収集業務を
行っています。
　「ＮＰＯ法人赤とんぼ」は、現
在職員が 37 人で、法人名はその
昔、ごみ収集車から童謡「赤と
んぼ」のメロディを流していた
ことが由来です。
　日常生活を送る中で、必ず排
出されるごみですが、皆さんの
循環型社会へのご理解とご協力
のおかげで、家庭ごみ排出量が
平成 12 年度をピークに年々減少
し、ごみリサイクル率は全国で
もトップクラスとなりました。

　また、収集するごみ袋に他の
ごみが混ざっていた際に「お願
いシール」を貼り付ける割合も
ごみ全体の 0.7 パーセントに留
まっています。
　私たちは、皆さんがルールを
守って出されたごみを滞りなく
収集することを使命に、各集積
場をまわらせていただいており
ます。まちで見かけた時は、気
軽に声をかけてください。

混ぜればただのごみでも、分ければ立
派な資源です

市 役 所  × Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 赤 と ん ぼ

生活環境課の主な業務
環境衛生思想の普及、家庭ごみ収集・
処理、浄化槽設置補助、市営墓地管
理など

これからも皆さんと一緒に、ごみ
のないまちを目指していきます。


